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定時株主総会
招集ご通知

開催
日時
　

2023年５月30日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）
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場所
　

愛知県刈谷市若松町二丁目104番地
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　会社法の改正に伴い、株主総会資料（株主総会参考書
類、事業報告、監査報告、計算書類、連結計算書類）の電
子提供制度が2022年９月１日に施行されましたが、第41
回定時株主総会においては、電子提供制度が適用される初
年度であることを考慮し、書面交付請求の有無にかかわら
ず、招集ご通知を従来どおり株主の皆様にお送りしており
ます。
　本招集ご通知は、書面交付請求に基づき交付される書面
に記載すべき全ての事項を含んでおります。
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証券コード　7649
2023年５月８日

（電子提供措置の開始日 2023年５月１日）
株主の皆様へ

愛 知 県 安 城 市 三 河 安 城 町 一 丁 目 ８ 番 地 ４
スギホールディングス株式会社
代 表 取 締 役 社 長 杉 浦 克 典

【当社ウェブサイト】　　https://www.sugi-hd.co.jp/

【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第41回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第41回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供
措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第41回定時株主総会招集ご通知」として掲載し
ておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR」「IRニュース」を順に選択して、「第41回定
時株主総会招集ご通知」よりご確認ください。）

また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「スギホールディングス」または
「コード」に当社証券コード「7649」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択
して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは郵送によって議決権を行使することができますの
で、2023年５月29日（月曜日）午後６時までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます（郵送・
インターネットによる議決権行使方法は3頁から4頁をご参照ください。）。

敬　具
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１． 日 時 2023年５月30日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
２． 場 所 愛知県刈谷市若松町二丁目104番地　刈谷市総合文化センターアイリス　大ホール
３． 目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第41期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）事業報告、連結計算書類な
らびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第41期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
議　　　案 取締役５名選任の件（5頁から11頁まで）

４． 招集にあたっての決定事項
(1)議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとさせて

いただきます。
(2)書面およびインターネットの双方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有

効なものとさせていただきます。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後
に行われた議決権行使を有効なものとさせていただきます。

記

以　上

・当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申しあげます。また、議事資料として「本招集ご通知」をご持参くださいますようお願
い申しあげます。

・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにお
いて、修正した旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

・電子提供措置事項のうち、本招集ご通知には、法令および当社定款第18条第２項の規定に基づき、次の事項
を記載しておりません。

・事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要」
・連結計算書類の「連結注記表」
・計算書類の「個別注記表」

なお、これらの事項は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書
類の一部であり、また、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算
書類の一部であります。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出
ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示のうえ、切手を貼らずにご投
函ください。

次頁の案内に従って、議案に対する賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2023年５月30日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2023年５月29日（月曜日）
午後６時到着分まで

2023年５月29日（月曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書はイメージです。
書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 9：00～21：00）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

※操作画面はイメージです。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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議　案 取締役５名選任の件

候補者
番　号 氏　 名 現在の当社における地位等

当事業年度の
取締役会への
出 席 状 況

候 補 者 属 性

1
さかき

榊
 

 
 

 
 ば ら  

原
 

 
 

 
 え い  

栄
 

 
 

 
 い ち  

一 代表取締役会長 100％
(12/12回) 再   任

　

2
 す ぎ  

杉
 

 
 

 
 う ら  

浦
 

 
 

 
 か つ  

克
 

 
 

 
 の り  

典 代表取締役社長 100％
(12/12回) 再   任

　

3
 す ぎ  

杉
 

 
 

 
 う ら  

浦
 

 
 

 
 し ん  

伸
 

 
 

 
や

哉 取締役 100％
(12/12回) 再   任

　

4
 か み  

神
 

 
 

 
の

野
 

 
 

 
 し げ  

重
 

 
 

 
 ゆ き  

行 取締役 100％
(12/12回)

再   任
社 外 独 立

　

5
は

葉
 

 
 

 
 や ま  

山
 

 
 

 
 よ し  

良
 

 
 

 
こ

子 取締役 100％
(12/12回)

再   任
社 外 独 立

　

株主総会参考書類

　取締役５名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役５名の選
任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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１ さかき

榊
 

　
 ば ら  

原
 

　
 え い  

栄
 

　
 い ち  

一 （1956年８月14日生）

再   任

所有する当社の株式数
152,415株

取締役在任年数
25年（本総会終結時）

取締役会出席状況
12回中12回（100％）
　

    1986年    9 月 当社入社
    2008年    9 月 株式会社スギ薬局常務取締役
    2011年    3 月 株式会社スギ薬局代表取締役社長
    2017年    3 月 株式会社スギ薬局代表取締役会長（現任）
    2017年    5 月 当社代表取締役社長
    2021年    5 月 当社代表取締役会長（現任）

　■ 略歴、当社における地位、担当

　■ 重要な兼職の状況
株式会社スギ薬局代表取締役会長

　■ 取締役候補者とした理由
候補者は、当社および株式会社スギ薬局の代表取締役として当社グルー
プを牽引し、経営理念を伝承するとともに、ドラッグストア業界に精通
した深い見識と経験により、変化する消費者の生活様式に対応した品揃
え、店舗づくり、お客様へのサービス向上に積極的に取り組むなど、そ
の職責を果たしております。候補者の経営実績、事業における幅広い知
識、持続的な企業価値向上のためのリーダーシップは、当社グループの
更なる発展拡大に大きく寄与するものと判断し、引き続き選任をお願い
するものであります。

6



２  す ぎ  

杉
 

　
 う ら  

浦
 

　
 か つ  

克
 

　
 の り  

典 （1978年10月14日生）

再   任

所有する当社の株式数
1,892,415株

取締役在任年数
６年（本総会終結時）

取締役会出席状況
12回中12回（100％）
　

    2006年    3 月 当社入社
    2011年    3 月 株式会社スギ薬局常務取締役
    2014年    3 月 スギスマイル株式会社代表取締役社長
    2017年    3 月 株式会社スギ薬局代表取締役社長（現任）
    2018年    5 月 当社代表取締役副社長
    2021年    5 月 当社代表取締役社長（現任）

　■ 略歴、当社における地位、担当

　■ 重要な兼職の状況
株式会社スギ薬局代表取締役社長

　■ 取締役候補者とした理由
候補者は、当社および株式会社スギ薬局の代表取締役として経営に携わ
り、お客様の健康維持・予防から介護・終末期のケアまでを一貫してサ
ポートする「トータルヘルスケア戦略」の実現に向けた事業戦略策定、
DX戦略、国内外の新規事業、SDGｓ推進による企業価値向上に積極的に
取り組むなど、その職責を果たしております。候補者の事業における知
識、持続的な企業価値向上のためのリーダーシップは、当社グループの
更なる発展拡大に大きく寄与するものと判断し、引き続き選任をお願い
するものであります。
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３  す ぎ  

杉
 

　
 う ら  

浦
 

　
 し ん  

伸
 

　
や

哉 （1979年11月30日生）

再   任

所有する当社の株式数
1,892,277株

取締役在任年数
６年（本総会終結時）

取締役会出席状況
12回中12回（100％）
　

    2004年    4 月 当社入社
    2010年    3 月 株式会社スギ薬局取締役在宅医療営業部長
    2011年    3 月 スギメディカル株式会社取締役
    2017年    3 月 株式会社スギ薬局常務取締役
    2017年    5 月 当社取締役（現任）
    2021年    5 月 スギメディカル株式会社代表取締役社長（現任）
    2021年    12月 スギナーシングケア株式会社代表取締役社長
    2023年    3 月 株式会社スギ薬局取締役副社長（現任）

　■ 略歴、当社における地位、担当

　■ 重要な兼職の状況
株式会社スギ薬局取締役副社長
スギメディカル株式会社代表取締役社長

　■ 取締役候補者とした理由
候補者は、株式会社スギ薬局の取締役副社長として営業部門を統括する
とともに、医療事業領域における経験・知識により、スギメディカル株
式会社の代表取締役として当社グループの医療事業の中長期戦略の策
定、それに伴う異業種との各種取り組みの牽引、および調剤併設型ドラ
ッグストアの付加価値向上に積極的に取り組むなど、その職責を果たし
ております。候補者が持つ知識・経験は、今後の当社グループの中核事
業の発展に大きく寄与するものと判断し、引き続き選任をお願いするも
のであります。
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４  か み  

神
 

　
の

野
 

　
 し げ  

重
 

　
 ゆ き  

行 （1947年５月23日生）

再   任

社   外

独   立

所有する当社の株式数
－株

取締役在任年数
８年（本総会終結時）

取締役会出席状況
12回中12回（100％）
　

    1970年    4 月 名古屋鉄道株式会社入社
    2007年    5 月 三重産業株式会社代表取締役（現任）
    2008年    6 月 名古屋鉄道株式会社代表取締役副社長
    2009年    4 月 株式会社名鉄百貨店代表取締役社長
    2012年    5 月 中部百貨店協会会長
    2015年    5 月 当社取締役（現任）

　■ 略歴、当社における地位、担当

　■ 重要な兼職の状況
三重産業株式会社代表取締役

　■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
候補者は、長年にわたり、他企業において会社経営に携わり、経営に関
する豊富な経験と知識に基づき、取締役会の審議において積極的な発
言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員長を務めて
おります。候補者による、企業経営、事業戦略、組織・人材マネジメン
トに関する高い見識および監督能力に基づく大所高所、独立した立場か
らの適切な監督と助言は、当社グループの更なる発展拡大に大きく寄与
するものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
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５ は

葉
 

　
 や ま  

山
 

　
 よ し  

良
 

　
こ

子 （1959年10月７日生）

再   任

社   外

独   立

所有する当社の株式数
－株

取締役在任年数
７年（本総会終結時）

取締役会出席状況
12回中12回（100％）
　

    1983年    4 月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
    1994年    3 月 公認会計士登録
    2015年    1 月 葉山良子公認会計士事務所代表（現任）
    2016年    5 月 当社取締役（現任）
    2016年    8 月 日本公認会計士協会専門研究員（現任）
    2017年    6 月 株式会社ココスジャパン社外取締役
    2018年    5 月 株式会社アダストリア社外監査役（現任）
    2020年    3 月 株式会社ダイナックホールディングス社外取締役

（監査等委員）
    2020年    6 月 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役（現任）

　■ 略歴、当社における地位、担当

　■ 重要な兼職の状況
葉山良子公認会計士事務所代表
日本公認会計士協会専門研究員
株式会社アダストリア社外監査役
株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役

　■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
候補者は、公認会計士ならびに上場企業の社外取締役および社外監査役
として培われた豊富な経験と知識を有しており、取締役会の審議におい
て積極的な発言・提言を行っております。候補者は、財務・会計に関す
る高い専門性および法務、コンプライアンス、リスク管理に対する高い
知見を有しており、候補者には、独立した立場からの適切な監督と助言
を期待し、引き続き選任をお願いするものであります。なお、同氏は過
去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はあり
ませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行でき
るものと判断しております。
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(注) １. 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 神野重行氏および葉山良子氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、東京証券取引所および名古屋証券取引所に対して、両

氏を独立役員として届け出ており、原案どおり両氏が再任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
３. 神野重行氏および葉山良子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって神

野重行氏が８年、葉山良子氏が７年となります。
４. 当社は、神野重行氏および葉山良子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失

がないときは、同法第423条第１項の損害賠償責任を金500万円以上であらかじめ定める金額または法令の定める最低限度額のいずれ
か高い額に限定する旨の契約を締結しております。また、上記の両氏の再任が承認された場合、両氏との間で当該契約を継続する予定
であります。

５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要
は、本招集ご通知20頁に記載のとおりです。各取締役候補者が選任され就任した場合は、当該保険の被保険者に含められることにな
ります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

６. 取締役候補者の所有する当社の株式数は、2023年2月28日現在のものであります。

企業経営 事業戦略 組織・人財
法務・

コンプラインアス・
リスク管理

財務・会計 ヘルスケア

取

締

役

榊原栄一 ● ● ●

杉浦克典 ● ● ●

杉浦伸哉 ● ● ●

神野重行 ● ● ●

葉山良子 ● ●

監

査

役

坂本利彦 ● ●

安田加奈 ● ●

神谷　誠 ● ●

【ご参考】本総会終結後の各役員のスキルマトリックス
　本総会において各取締役候補者が選任された場合のスキルマトリックスは、以下のとおりとなり
ます。

（注）上記一覧表は、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

以上
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事業報告（2022年３月１日から2023年２月28日まで）

1 企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況
①　事業の経過および成果
　当連結会計年度（2022年３月１日～2023年２月28日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感
染症の影響が続いたものの、行動制限や水際対策の緩和などにより、社会経済活動に回復の動きが見受けら
れました。しかしながら、エネルギー・原材料価格の高騰、急速な円安に伴う物価上昇など、景気の先行き
につきましては依然として不透明な状況が続いております。
　ドラッグストア業界におきましては、行動制限の緩和や新型コロナウイルスの感染再拡大などにより一部
の商品需要に増加の動きが見られたものの、薬価・調剤報酬改定の影響による処方せん単価の下落および一
部調剤報酬の大幅な引き下げ、出店競争の更なる激化など、業界を取り巻く経営環境は一層厳しさを増して
おります。
　このような環境のもと、当社グループは、調剤領域におきましては、積極的な新規開局を進めることで処
方せんの更なる獲得に努めました。また、応需する処方せん枚数の増加に対応するため、既存店舗の調剤室
や調剤待合室の拡張改装を実施するとともに、患者様の利便性向上に向けたお薬手帳アプリのダウンロード
促進、2023年１月からスタートした電子処方せんに対応できる店舗網の整備などに取り組みました。生産
性改善に向けては、医療事務の配属を進め、個店別の人員配置を適正化するなど全体的な最適化を図りまし
た。
　物販領域におきましては、地域のお客様ニーズに応えるべく、地域特性に適合した売場改装を推進すると
ともに、買い上げ点数アップに向けた各種施策や販売促進策の強化などに取り組みました。また、1,000万
ダウンロードを突破したスギ薬局アプリをバージョンアップすることで、デジタル会員基盤の更なる拡充を
図りました。生産性改善に向けては、個店別の状況に応じた人員配置や時間管理、DXによる店舗作業の削
減、各種節電対策などに取り組みました。
　サステナビリティ経営におきましては、ESGの各種重要課題（マテリアリティ）への対応を進めました。
脱炭素社会の実現に向けた対応では、１店舗あたりのCO2排出量を削減すべく、店舗屋上に太陽光パネル
を設置し、再生エネルギーの導入を進めました。循環型社会の実現に向けた対応では、お取引先様と協業
し、当社グループ店舗がペットボトルやお薬シートの回収拠点となることで、プラスチックのリサイクルに
貢献しました。また、フードバンクへの寄贈も開始し、食品ロス低減、貧困解消など社会課題解決に向けた
対応を行いました。加えて、国際的な人権課題への意識の高まりと企業の社会的責任を踏まえ、当社グルー
プでは人権方針を策定し、サプライチェーンにおいて当社グループが責任を果たしていくべく体制整備を開
始しました。
　店舗の出退店などにつきましては、107店舗の出店と25店舗の閉店および既存店舗の競争力強化に向け
て244店舗の改装を実施いたしました。これにより、当連結会計年度末における店舗数は1,565店舗（前期
末比82店舗増）となりました。
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　以上の結果、売上高は6,676億47百万円（前期は6,254億77百万円）、売上総利益は2,025億24百万円
（前期は1,914億90百万円）、販売費および一般管理費は1,708億65百万円（前期は1,593億53百万
円）、営業利益は316億58百万円（前期は321億37百万円）、経常利益は323億91百万円（前期は330億
82百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益は、190億７百万円（前期は193億89百万円）となりまし
た。
　なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を、当連結会計年
度の期首から適用しております。これにより、前連結会計年度と収益の会計処理が異なることから、経営成
績に関する説明において前期比（%）は記載しておりません。

　当事業年度の期末配当金につきましては、１株当たり40円とし、支払開始日を2023年５月31日とする
ことを2023年４月4日開催の取締役会において決議しております。2022年11月に１株当たり40円の中間
配当金をお支払いいたしましたので、年間配当金は１株当たり80円となります。

②　設備投資の状況
　当連結会計年度において、当社グループが実施いたしました設備投資総額は、215億13百万円であり、
その主なものは、新規出店107店舗に関するものが152億52百万円、システム関連投資が32億14百万円で
あります。

③　資金調達の状況
　該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　当連結会計年度において連結子会社である株式会社Ｓトレーディングが渡辺貿易株式会社の全株式を
取得しております。

13



542,361

第38期

602,850

第39期

625,477

第40期

667,647

第41期

（単位：百万円）売上高

31,473

第38期

35,333

第39期

33,082

第40期

32,391

第41期

30,159
34,041 32,137 31,658

（単位：百万円）営業利益/経常利益
■営業利益　■経常利益 20,782

第38期

21,120

第39期

19,389

第40期

19,007

第41期

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

336.21

第38期

341.68

第39期

313.68

第40期

311.45

第41期

（単位：円）1株当たり当期純利益

313,757

第38期

345,933

第39期

200,629182,750

334,758

第40期

213,890

351,895

第41期

216,538

（単位：百万円）総資産/純資産
■総資産　■純資産

2,956.46

第38期

3,245.71

第39期

3,460.25

第40期

3,590.04

第41期

（単位：円）1株当たり純資産額

区分 第38期
2020年２月期

第39期
2021年２月期

第40期
2022年２月期

第41期
2023年２月期

（当連結会計年度）
売上高 (百万円) 542,361 602,850 625,477 667,647
営業利益 (百万円) 30,159 34,041 32,137 31,658
経常利益 (百万円) 31,473 35,333 33,082 32,391
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 20,782 21,120 19,389 19,007
１株当たり当期純利益 (円) 336.21 341.68 313.68 311.45
総資産 (百万円) 313,757 345,933 334,758 351,895
純資産 (百万円) 182,750 200,629 213,890 216,538
１株当たり純資産額 (円) 2,956.46 3,245.71 3,460.25 3,590.04

⑵　直前３事業年度の財産および損益の状況

(注)１．１株当たり当期純利益は、期中平均の発行済株式の総数により、１株当たり純資産額は、期末日現在の発行済株式の総数により算出し
ております。なお、１株当たり当期純利益および１株当たり純資産額の算出に際して、期中の発行済株式の総数および期末日現在の発行済
株式の総数から自己株式数を控除しております。

2．第40期より表示方法の変更を行ったため、第39期以前の売上高および営業利益については当該表示方法の変更を反映した組替後の数値
を記載しております。

3．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年
度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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名称 資本金 議決権比率 主な事業内容

株式会社スギ薬局 50百万円 100.00％ ドラッグストア事業

スギメディカル株式会社 50百万円 100.00% 子会社の経営管理等

スギナーシングケア株式会社 ７百万円 100.00％
( 100.00% )

訪問看護事業
居宅介護支援事業

⑶　重要な親会社および子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

（注）議決権比率の（　　）内は間接所有分で内数であります。

⑷　対処すべき課題
　2023年度の日本経済は、政府が新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを2類から5類に移行する方針
を示しており、感染動向が景気に与える影響は縮小していくと見られるものの、エネルギー・原材料価格の更
なる高騰、物価上昇による消費マインドの悪化など、依然として先行き不透明な状態が想定されます。
　ドラッグストア業界におきましては、各社の積極的な出店やM&Aによる競争激化に加え、コロナ関連商材
売上の反動減、毎年実施される薬価の改定による下押し圧力の増加など、業界を取り巻く環境につきまして
も、予断を許さない状況が続くと思われます。
　このような環境のもと、当社グループは、創業来変わることのない理念である地域医療への貢献を目的とし
たトータルヘルスケア戦略の展開を核に、デジタル・トランスフォーメーション（DX）の展開強化、人的資
本経営への取り組み、社会的価値と経済的価値の共存を目指したESGの推進、将来を支える人財の獲得・育成
強化を通じて、持続的な成長を推進してまいります。
　人的資本経営におきましては、社員をコストではなく資本として捉え、人は成長し、価値創造の担い手にな
るとの信念を持ち、積極的に人財投資を進め企業価値を高めてまいります。こうした考え方に基づき、人財戦
略と経営戦略を連動させ、社員の働きがいを向上させるため、人事制度改革、人財育成、人財の確保などを推
進することで、男女間賃金格差の是正、女性管理職比率の向上、男性育児休業取得率の向上等、多様な人財が
活躍できる企業づくりを進めてまいります。その一環として、社員一人ひとりが「健康」で「働きがい」を持
って「活き活き」と働ける環境をつくることを目的に、社長を健康経営最高責任者、各子会社社長を推進の執
行責任者に置いた健康経営を推進しております。その取り組みが評価された結果、当社グループは、日本健康
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会議より「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に認定されております。

⑸　主要な事業内容（2023年２月28日現在）
　当社グループにおいては、トータルヘルスケア戦略に基づき、医薬品・健康食品・化粧品・日用品を販売す
るとともに、処方せん調剤や地域の医療関係者と連携した在宅医療に取り組む「調剤併設型ドラッグストア」
の経営のほか、お客様の健康維持・予防から介護・終末期のケアまでを一貫してサポートするための各種サー
ビスを提供しております。

⑹　主要な営業所（2023年２月28日現在）
当社 愛知県大府市横根町新江62番地の１
株式会社スギ薬局 愛知県大府市横根町新江62番地の１
スギメディカル株式会社 東京都千代田区鍛冶町二丁目６番１号
スギナーシングケア株式会社 東京都千代田区鍛冶町二丁目６番１号
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スギ薬局
ジャパン スギ訪問看護

ステーション 合計在宅医療
実施店舗

茨 城 県 5 － － － 5
栃 木 県 7 － － － 7
群 馬 県 38 2 － － 38
埼 玉 県 119 34 － － 119
千 葉 県 21 10 － 1 22
東 京 都 178 63 － － 178
神 奈 川 県 53 21 － 3 56
関 東 小 計 421 130 － 4 425
岐 阜 県 57 18 － － 57
静 岡 県 34 6 － － 34
愛 知 県 391 200 － 3 394
三 重 県 65 29 － － 65
中 部 小 計 547 253 － 3 550
富 山 県 17 1 － － 17
石 川 県 24 4 － － 24
福 井 県 16 2 － － 16
長 野 県 3 － － － 3
北 陸 ・ 信 州  小 計 60 7 － － 60
滋 賀 県 47 24 6 － 53
京 都 府 45 20 13 － 58
大 阪 府 224 86 51 7 282
兵 庫 県 81 41 29 － 110
奈 良 県 21 4 6 － 27
関 西 小 計 418 175 105 7 530
総 拠 点 数 1,446 565 105 14 1,565

連 結 会 計 年 度 内 　 新 設 拠 点 数 107
連 結 会 計 年 度 内 　 閉 鎖 拠 点 数 25
連 結 会 計 年 度 内 　 純 増 拠 点 数 82

営業拠点

(注) 在宅医療実施店舗の数は、スギ薬局の店舗数の内数であります。

使用人数 前連結会計年度末比増減
7,727（11,692）名 ＋419（△78）名

⑺　使用人の状況（2023年２月28日現在）

(注) 使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

⑻　主要な借入先の状況（2023年２月28日現在）
　該当事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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２ 会社の現況

①　発行可能株式総数 200,000,000株

②　発行済株式の総数 63,330,838株

③　株主数 36,712名

④　大株主（上位10名）

⑴　株式の状況（2023年２月28日現在）

　
株主名 持株数 持株比率

株式会社スギ商事 20,972千株 34.76％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6,349 10.52

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 2,365 3.92

杉 浦 克 典 1,892 3.13

杉 浦 伸 哉 1,892 3.13

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 1,567 2.59

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,374 2.27

株式会社ツルハ 1,272 2.10

CEP LUX-ORBIS SICAV 860 1.42

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 821 1.36
(注) １. 当社は、自己株式を3,014,337株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況
　当社は、2022年５月20日開催の第40回定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。
これを受け、同日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決議し、同年６月15日付で当社
の取締役（社外取締役を除く。）３名に対し自己株式1,107株の処分を行っております。

⑵　新株予約権等の状況
　該当事項はありません。
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会社における地位 氏　名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 　 榊 原　 栄 一 株式会社スギ薬局代表取締役会長

代 表 取 締 役 社 長 　 杉 浦　 克 典 株式会社スギ薬局代表取締役社長
スギスマイル株式会社代表取締役社長

取 締 役 　 杉 浦　 伸 哉
株式会社スギ薬局常務取締役
スギメディカル株式会社代表取締役社長
スギナーシングケア株式会社代表取締役社長

取 締 役 　 神 野　 重 行 三重産業株式会社代表取締役

取 締 役 　 葉 山　 良 子
葉山良子公認会計士事務所代表
日本公認会計士協会専門研究員
株式会社アダストリア社外監査役
株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役

常 勤 監 査 役 　 坂 本　 利 彦 株式会社スギ薬局監査役
スギメディカル株式会社監査役

監 査 役 　 安 田　 加 奈

安田会計事務所所長
株式会社ゲオホールディングス社外取締役
中央発條株式会社社外取締役
コンドーテック株式会社社外取締役（監査等委員）
株式会社物語コーポレーション社外取締役

監 査 役 　 神 谷　 誠
公認会計士税理士神谷誠事務所所長
株式会社Mizkan Asset監査役
ヤマザキマザックキャピタル株式会社監査役
天野エンザイム株式会社監査役

⑶　会社役員の状況
①　取締役および監査役の状況（2023年２月28日現在）

(注) １. 取締役神野重行氏、取締役葉山良子氏は、社外取締役であります。なお、当社は、東京証券取引所および名古屋証券取引所に対して、
両氏を独立役員として届け出ております。また、取締役葉山良子氏は公認会計士の資格を有しております。

２. 常勤監査役坂本利彦氏、監査役安田加奈氏、監査役神谷誠氏は、社外監査役であります。なお、当社は、東京証券取引所および名古屋
証券取引所に対して、同３氏を独立役員として届け出ております。

３. 常勤監査役坂本利彦氏、監査役安田加奈氏、監査役神谷誠氏は、次のとおり財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役坂本利彦氏は、伊藤忠製糖株式会社において、取締役財務経理担当として決算手続きおよび財務諸表作成等に従事した経験

を有しております。
・監査役安田加奈氏は、公認会計士および税理士の資格を有しております。
・監査役神谷誠氏は、公認会計士および税理士の資格を有しております。
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②　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており
ます。
イ．当該保険契約の被保険者の範囲

　当社および全ての子会社の取締役および監査役。なお、被保険者は保険料を負担しておりません。
ロ．当該保険契約の内容の概要

　被保険者がその地位に基づいて行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求された場合の法
律上の損害賠償金および争訟費用を補償します。

ハ．当該保険契約により職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置
　贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、
役員等の職務執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。

③　取締役および監査役の報酬等
イ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針

　当社は、独立社外役員が委員の過半数を占める指名・報酬委員会において原案を審議した上で、取締
役会において、取締役の個人別報酬等の内容についての決定方針を決議しております。
　また、取締役会は当事業年度についての取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法お
よび決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に基づき、指名・報酬委員会の審議を経
た上で決定していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の
報酬等の内容についての決定方針等の内容は次のとおりであります。

（a）基本方針
　当社の取締役の報酬等は、役位別の基準額を定めており、この基準額の設定においては外部専門機関
の報酬データや公表資料データを用い、同業他社、異業種の報酬水準を踏まえて設計を行っておりま
す。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬等は、定額報酬のほかに、事業年度ごとの会社業績に
基づく業績連動報酬および非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）で構成することにより、当社の企業価値
の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを基本方針とします。他方で、社外取締役
の報酬等は、その役割と独立性の観点から定額報酬のみで構成するものとします。
　なお、監査役の報酬等は、定額報酬（月例固定報酬）のみで構成し、株主総会で決議された報酬限度
額の範囲内で、指名・報酬委員会が審議を行い、監査役会での協議により決定しております。
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（b）定額報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　当社の取締役の定額報酬は、月例の固定報酬とし、役位、貢献度等に応じて世間水準、当社の従業員
の給与等の水準を考慮しながら総合的に勘案した上で決定するものとします。

（c）業績連動報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
　業績連動報酬は、現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益予算達成度に応じ、役位別に基準額を設
定し、基準額にその年度の各取締役の貢献度を加味して支給することとし、支給する場合は、毎年、一
定の時期に支給するものとします。なお、業績連動報酬にかかる指標として連結営業利益を選択した理
由は、本業の利益追求に対する達成意欲の向上が重要であると判断しているためです。連結営業利益の
実績については、本招集ご通知14頁をご参照ください。

（d）非金銭報酬等の内容および額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
　非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆
様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象とした譲渡制限付株
式報酬とします。株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で、役位別の基準額をベースとして決定され
る金銭報酬債権を現物出資させる方法により、譲渡制限付株式を付与することとし、付与の時期につい
ては、取締役の構成、インセンティブとしての目的および経営状況等を総合的に勘案し、必要に応じて
取締役会において決定するものとします。なお、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、原則として、当社
または当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任・退職するまでの間と
します。

（e）金銭報酬の額、業績連動報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の
決定に関する方針

　当社は、取締役の報酬等について、客観性および透明性を確保するため、任意の諮問機関として指
名・報酬委員会を設置しており、取締役の種類別の報酬割合については、当該指名・報酬委員会におい
て、同業種かつ同規模の企業の報酬を検証したうえで、当社の業績に鑑み支給の都度決定をしておりま
す。

（f）取締役の個人別の報酬等の内容の決定についての委任に関する事項
　取締役の個人別の報酬額の決定については取締役会の決議により代表取締役社長杉浦克典が委任を受
けるものとし、委任された代表取締役社長は株主総会で決議した報酬限度額の範囲内において、定額報
酬および業績連動報酬の金額を決定します。なお、当社においては、上記の委任された権限が適切に行
使されるよう、代表取締役社長は、当該決定にあたっては、委員の過半数が独立社外役員で構成される
指名・報酬委員会における審議内容を尊重することとしております。
　なお、代表取締役社長に上記権限を委任した理由は、経営状況等を最も熟知し、当社を取り巻く環
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区分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

支給員数
定額報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

151百万円
（14）

108百万円
（14）

38百万円
（－）

4百万円
  （－）

6名
（3）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

16
（16）

16
（16）

－
（－）

－
（－）

3
（3）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

168
（30）

125
（30）

38
（－）

     4
      （－）

9
（6）

境、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を行うに最も適しており、総合的
に取締役の個人別の報酬等の額を決定できると判断したためです。
　また、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬については、指名・報酬委員会における審議を踏ま
え、取締役会において取締役個人別の割当株式数等を決議いたします。

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬等については、2007年５月24日開催の第25回定時株主総会において、年額400百万円以内（ただし、使用人分給与は

含まない。）と決議いただいております。なお、当該決議当時の取締役の員数は12名であります。
　　また、2022年５月20日開催の第40回定時株主総会において、上記の報酬限度額とは別枠で、取締役（社外取締役を除く）に対する

譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額80百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、発行または処
分する普通株式の総数を年10,000株以内と決議いただいております。なお、当該決議当時の取締役（社外取締役を除く）の員数は
３名であります。

３．監査役の報酬等については、2007年５月24日開催の第25回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいておりま
す。なお、当該決議当時の監査役の員数は3名であります。

４．上記には、2022年５月20日開催の第40回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役１名に対する報酬等を含んでおりま
す。

５．非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件は「イ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の
とおりであります。また、当事業年度における交付状況は、「２（1）⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して
交付した株式の状況」に記載しております。

ハ．社外役員が親会社および子会社等から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はありません。
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④　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

・取締役神野重行氏は、三重産業株式会社の代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係
はありません。

・取締役葉山良子氏は、葉山良子公認会計士事務所の代表、日本公認会計士協会の専門研究員、株式会社
アダストリアの社外監査役、株式会社ゼンショーホールディングスの社外取締役であります。当社と兼
職先との間には特別の関係はありません。

・常勤監査役坂本利彦氏は、株式会社スギ薬局の監査役、スギメディカル株式会社の監査役であります。
当社は、兼職先の議決権を100％保有しており、当社と兼職先との間には店舗設備等の賃貸、業務委託
および資金の借入等の取引関係がありますが、当社と同２社との間に社外役員の独立性に影響を及ぼす
事項はありません。

・監査役安田加奈氏は、安田会計事務所の所長、株式会社ゲオホールディングスの社外取締役、中央発條
株式会社の社外取締役、コンドーテック株式会社の社外取締役（監査等委員）、株式会社物語コーポレ
ーションの社外取締役であります。当社と株式会社ゲオホールディングスとの間には不動産賃貸借の取
引関係がありますが、当社と同社との間に社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はありません。また、
当社とその他の各兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役神谷誠氏は、公認会計士税理士神谷誠事務所の所長、株式会社Mizkan Assetの監査役、ヤマザ
キマザックキャピタル株式会社の監査役、天野エンザイム株式会社の監査役であります。当社と各兼職
先との間には特別の関係はありません。
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区分 氏名 出席状況、発言状況および
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 　　神　野　重　行

当事業年度に開催された取締役会12回のうち12回に出席し、流通業界にお
ける他社代表取締役および業界団体役員等の経験を活かした業務執行全般
にわたる発言・監督とともに、取締役会での審議事項等のアドバイスを行
う等、取締役会の実効性向上に寄与しております。また、指名・報酬委員
会では委員長として客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員
報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

取 締 役 　　葉　山　良　子

当事業年度に開催された取締役会12回のうち12回に出席し、主に公認会計
士および企業不正・リスク管理の専門家としての経験および知見に基づく
見地から、適宜必要な発言・監督を行っております。また、財務諸表等に
おける開示に対する高い専門的知見からの助言、社内取締役とは異なる視
点からのコンプラインアス・リスク管理についての検証と助言を行いまし
た。

常 勤 監 査 役 　　坂　本　利　彦
当事業年度に開催された取締役会12回のうち12回、監査役会14回のうち
14回に出席し、他社での代表取締役の経験を活かした業務執行全般にわた
る発言を行っております。

監 査 役 　　安　田　加　奈
当事業年度に開催された取締役会12回のうち12回、監査役会14回のうち
14回に出席し、主に公認会計士および税理士の経験および知見に基づく会
計・税務分野の専門的見地から、適宜必要な発言を行っております。

監 査 役 　　神　谷　　　誠
当事業年度に開催された取締役会12回のうち12回、監査役会14回のうち
14回に出席し、主に公認会計士および税理士の経験および知見に基づく会
計・税務分野の専門的見地から、適宜必要な発言を行っております。

ロ．当事業年度における主な活動状況

ハ．責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役神野重行氏、取締役葉山良子氏、常勤監査役坂
本利彦氏、監査役安田加奈氏および監査役神谷誠氏との間で、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過
失がないときは、同法第423条第１項の損害賠償責任を金500万円以上であらかじめ定める金額または法
令の定める最低限度額のいずれか高い額に限定する旨の契約を締結しております。
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支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 34百万円

当社および連結子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額         54

⑷　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

(注) １. 当社の連結子会社である株式会社スギ薬局につきましても有限責任監査法人トーマツが会計監査人となっております。
２. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておら

ず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。
３. 監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査人数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評

価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積の算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意
いたしました。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の監査能力、信用力および監査報酬等を、別途定める「会計監査人の選定要
領」、「会計監査人の評価実施要領」を利用して総合的に勘案し、会計監査人の職務の執行に支障がある場
合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議
案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる事態が
生じ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解
任した旨およびその理由を報告いたします。

④　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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連結貸借対照表（2023年２月28日現在） （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

資産の部

流動資産

現金及び預金

売掛金

有価証券

商品

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

土地

建設仮勘定

その他

無形固定資産

投資その他の資産

投資有価証券

長期貸付金

繰延税金資産

差入保証金

その他

貸倒引当金　

199,984

62,642

37,514

8,000

74,503

17,324

△0

151,911

91,913

68,510

8,583

2,001

12,817

8,121

51,876

5,459

5

14,669

28,902

2,868

△27　

負債の部

流動負債 117,015

買掛金 77,038

未払法人税等 4,981

契約負債 18,059

賞与引当金 1,488

その他 15,446

固定負債 18,341

退職給付に係る負債 8,282

資産除去債務 7,063

その他 2,995

負債合計 135,356

純資産の部

株主資本 216,007

資本金 15,434

資本剰余金 24,632

利益剰余金 194,155

自己株式 △18,215

その他の包括利益累計額 531

その他有価証券評価差額金 378

退職給付に係る調整累計額 153

純資産合計 216,538

資産合計 351,895 負債純資産合計 351,895

連結計算書類

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（2022年３月１日から2023年２月28日まで） （単位：百万円）

科目 金額

売上高 667,647

売上原価 465,123

売上総利益 202,524

販売費及び一般管理費 170,865

営業利益 31,658

営業外収益

受取利息及び配当金 163

固定資産受贈益 312

受取賃貸料 1,934

その他 572 2,982

営業外費用

支払利息 16

賃貸収入原価 1,675

固定資産除却損 230

その他 325 2,249

経常利益 32,391

特別利益

固定資産売却益 1,002 1,002

特別損失

減損損失 5,208 5,208

　税金等調整前当期純利益 28,184

法人税、住民税及び事業税 10,587

法人税等調整額 △1,409 9,177

当期純利益 19,007

親会社株主に帰属する当期純利益 19,007
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書（2022年３月１日から2023年２月28日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 15,434 24,632 182,427 △9,300 213,194
会計方針の変更による
累積的影響額 △2,365 △2,365

会計方針の変更を反映し
た当期首残高 15,434 24,632 180,062 △9,300 210,828

連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △4,913 △4,913
親会社株主に帰属する当期純利益 19,007 19,007
自己株式の取得 △8,915 △8,915
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － － 14,093 △8,915 5,178
当連結会計年度末残高 15,434 24,632 194,155 △18,215 216,007

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 1,065 △369 695 213,890
会計方針の変更による
累積的影響額 △2,365

会計方針の変更を反映し
た当期首残高 1,065 △369 695 211,524

連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △4,913
親会社株主に帰属する当期純利益 19,007
自己株式の取得 △8,915
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △686 522 △164 △164

連結会計年度中の変動額合計 △686 522 △164 5,014
当連結会計年度末残高 378 153 531 216,538
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表（2023年２月28日現在） （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

資産の部
流動資産
現金及び預金
売掛金
有価証券
前払費用
関係会社短期貸付金
未収入金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
土地
建設仮勘定
その他
無形固定資産
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社長期貸付金
長期前払費用
繰延税金資産
差入保証金
その他
貸倒引当金　

141,120
45,428
1,293
8,000
3,285
139

82,974
0

△0
144,537
95,838
75,329
7,749
8,763
2,000
1,994
6,250
42,448
4,656
2,560
405
1,059
3,798
28,650
1,346
△27　

負債の部
流動負債 80,240
関係会社短期借入金 5,464
未払金 69,110
未払法人税等 4,194
賞与引当金 6
その他 1,463

固定負債 10,038
資産除去債務 7,059
その他 2,979

負債合計 90,278
純資産の部
株主資本 195,001
資本金 15,434
資本剰余金 24,632
資本準備金 24,632

利益剰余金 173,151
利益準備金 90
その他利益剰余金 173,061
別途積立金 88,540
繰越利益剰余金 84,521

自己株式 △18,217
評価・換算差額等 377
その他有価証券評価差額金 377
純資産合計 195,379

資産合計 285,657 負債純資産合計 285,657

計算書類

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書（2022年３月１日から2023年２月28日まで） （単位：百万円）

科目 金額

売上高
関係会社賃貸収入 47,871

営業収益
経営管理料 13,338
関係会社受取配当金 8,500
その他 26 21,864
売上高・営業収益合計 69,736

売上原価
関係会社賃貸原価 43,914
売上総利益 3,957

販売費及び一般管理費 3,104
営業利益 22,717

営業外収益
受取利息及び配当金 77
受取賃貸料 1,934
その他 187 2,200

営業外費用
支払利息 23
賃貸収入原価 1,689
その他 331 2,044
経常利益 22,873

特別利益
固定資産売却益 983 983

特別損失
減損損失 241 241
税引前当期純利益 23,615
法人税、住民税及び事業税 5,157
法人税等調整額 △555 4,602
当期純利益 19,013

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書（2022年３月１日から2023年２月28日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 資本剰余金

合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 15,434 24,632 24,632 90 83,540 75,421 159,051 △9,302 189,816
事業年度中の変動額
別途積立金の積立 5,000 △5,000 － －
剰余金の配当 △4,913 △4,913 △4,913
当期純利益 19,013 19,013 19,013
自己株式の取得 △8,915 △8,915
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － － － 5,000 9,099 14,099 △8,915 5,184
当期末残高 15,434 24,632 24,632 90 88,540 84,521 173,151 △18,217 195,001

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 1,064 1,064 190,881
事業年度中の変動額
別途積立金の積立 －
剰余金の配当 △4,913
当期純利益 19,013
自己株式の取得 △8,915
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） △686 △686 △686

事業年度中の変動額合計 △686 △686 4,497
当期末残高 377 377 195,379
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 晴 久
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 牧 野 秀 俊

独立監査人の監査報告書
2023年4月14日

スギホールディングス株式会社
取　締　役　会　 御　中

有限責任監査法人トーマツ
　名　古　屋　事　務　所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、スギホールディングス株式会社の2022年3月1日から2023年2月28日までの連結
会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スギホールディングス
株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任

は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監

査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意

見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類

又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記
載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められ
ている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにあ

る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我
が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示
する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに

ついて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は
誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、
職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施す
る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項
の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前
提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要
な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計
算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報
告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、
関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているか
どうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立
性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 晴 久
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 牧 野 秀 俊

独立監査人の監査報告書
2023年4月14日

スギホールディングス株式会社
取　締　役　会　 御　中

有限責任監査法人トーマツ
　名　古　屋　事　務　所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、スギホールディングス株式会社の2022年3月1日から2023年2月28日まで
の第41期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期
間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任

は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監

査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見

を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は

当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内
容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められ
ている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにあ

る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国
において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、
職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施す
る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、
状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項
の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提
に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等
の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関
連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
・　計算書類等に対する意見を表明するために、計算書類等に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立
性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、２０２２年３月１日から２０２３年２月２８日までの第４１期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成

した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会

計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、監査室その他の使用人等と

意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について

は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会

社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整

備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等か

らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保

するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審

議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記

表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内

容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年４月14日

スギホールディングス株式会社　監査役会
常勤社外監査役 坂 本 利 彦 ㊞
社 外 監 査 役 安 田 加 奈 ㊞
社 外 監 査 役 神 谷  誠 ㊞

　

以　上
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会 場 愛知県刈谷市若松町二丁目104番地
刈谷市総合文化センターアイリス　大ホール

交 通 ＪＲ東海道本線・名鉄三河線「刈谷」駅下車（南口より連絡デッキ直結徒歩３分）

お 願 い 駐車場には限りがございますので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申しあげます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場ご案内図
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